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。



衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
下
水
汚
泥
施
設
の
放
射
能
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
基
準
値
」
は
、
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
影
響
を
受
け
た
廃
棄
物
の
処
理
処

分
等
に
関
す
る
安
全
確
保
の
当
面
の
考
え
方
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
日
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
）
に
お
い

て
、
「
周
辺
住
民
の
受
け
る
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
」
等
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

「
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
上
下
水
処
理
等
副
次
産
物
の
当
面
の
取
扱
い
に
関
す
る
考
え
方
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
十

六
日
原
子
力
災
害
対
策
本
部
決
定
。
以
下
「
当
面
の
取
扱
い
に
関
す
る
考
え
方
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
当
面
、
セ
シ

ウ
ム
一
三
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
の
合
計
の
濃
度
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
八
千
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
脱
水
汚
泥
等
に
つ
い

て
は
、
跡
地
を
居
住
等
の
用
途
に
供
し
な
い
こ
と
と
し
た
上
で
、
土
壌
層
の
設
置
、
防
水
対
策
等
の
適
切
な
対
策
を
講
じ
た

埋
立
処
分
を
可
能
と
す
る
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
セ
シ
ウ
ム
一
三
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
の
合
計
の
濃
度
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
八
千
ベ
ク
レ
ル
超
、
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
当
た
り
十
万
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
脱
水
汚
泥
等
」
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
取
扱
い
に
関
す
る
考
え
方
に
お
い
て
、
「
個
別
に

一



安
全
性
を
評
価
し
、
長
期
的
な
管
理
の
方
法
を
検
討
し
た
上
で
、
埋
立
処
分
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
」
と
す
る
と
と
も
に
、

「
跡
地
利
用
を
居
住
等
の
用
途
に
供
し
な
い
こ
と
と
し
た
上
で
改
め
て
個
別
の
評
価
を
要
さ
ず
に
管
理
型
処
分
場
で
処
分
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
保
全
の
あ
り
方
を
引
き
続
き
検
討
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
東
北
地
方
、
関
東
地
方
等
に
お
け
る
終
末
処
理
場
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
が
、
当
該
終
末
処
理
場

の
脱
水
汚
泥
等
に
つ
い
て
放
射
性
物
質
の
測
定
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
面
の
取
扱
い
に
関
す
る
考
え
方
に
お
い
て
、
「
脱
水
汚
泥
等
、
焼
却
・
溶
融
処
理
施
設
の
排
気
、
埋
立
処
分
場
の

排
水
等
に
つ
い
て
適
切
か
つ
定
期
的
な
放
射
能
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
者
が
適
切
な
対
策
を

講
じ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
終
末
処
理
場
の
脱
水
汚
泥
等
か
ら
放
射
性
物
質
が
検
出

さ
れ
た
旨
公
表
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
脱
水
汚
泥
か
ら
生
じ
る
焼
却
灰
等
の
放
射
能
濃
度
が
セ
シ
ウ
ム
一
三
四

及
び
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
の
合
計
で
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
百
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
終
末
処
理
場
が
存
在
す
る
十
五
都
県
及
び

そ
の
区
域
内
の
九
政
令
指
定
都
市
に
対
し
て
「
「
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
上
下
水
処
理
等
副
次
産
物
の
当
面
の
取
扱
い

に
関
す
る
考
え
方
」
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
六
日
国
都
下
企
第
五
十
四
号
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局

二



長
通
知
又
は
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
国
都
下
企
第
六
十
一
号
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
長
通
知
）
を
発
出
し
、

そ
の
周
知
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


